
船舶事故調査報告書 

令和４年８月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月１１日 １５時３０分ごろ 

発生場所 大阪府阪南市淡
たん

輪
のわ

東方沖 

 下荘
しもしょう

港西防波堤灯台から真方位０７６°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.８′ 東経１３５°１３.１′） 

事故の概要 水上オートバイ 5 0 1
ごーまるいち

及び水上オートバイとりとり亭
てい

は、共に南西

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年７月２８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 501、０.２トン 

２５０－５８４７５大阪、新令設備株式会社 

Ｂ 水上オートバイ とりとり亭、０.１トン 

   ２１０－４９５８４大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ  

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、また、Ｂ船は、船長Ｂが１人で

乗り組み、後部座席に同乗者Ｂを乗せ、阪南市岬町の貝
かい

掛
かけ

海岸（以下

「本件海岸」という。）を出発して遊走後、本件海岸沖合に設けられ

た消波ブロックの周囲を共に旋回することとした。 

Ａ船は、約２５km/h の対地速力で、Ｂ船は、Ａ船の左舷船尾方約４

ｍで共に南西進中、船長Ａ及び船長Ｂは、右舷船首方向から北東進中

の水上オートバイ（以下「反航船」という。）を認めた。 

船長Ａは、反航船を回避しようと左転したところ、船長Ｂは、Ａ船

が急に左転したので、どうすることもできず、Ａ船の左舷船尾部とＢ

船の右舷中央部とが衝突した。 

同乗者Ｂは、Ａ船の船体に接触したことにより、右下肢挫創及び右

大腿打撲を負った。 

分析  Ａ船は、約２５km/h の対地速力で南西進中、船長Ａが、右舷船首方

に北東進する反航船を認め、反航船を回避しようと左転したことか

ら、左舷後方を航行中のＢ船と衝突したものと考えられる。 



Ｂ船は、Ａ船の左舷後方を同じ速力で併走しながら南西進中、船長

Ｂが、Ａ船の右舷船首方に北東進する反航船を認め、Ａ船の左舷船尾

方約４ｍを航行していたことから、左転したＡ船を避けることができ

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が併走しながら南西進中、船長Ａが、右舷

船首方に北東進する反航船を認め、反航船を回避しようと左転し、ま

た、船長Ｂが、Ａ船の左舷船尾方約４ｍを航行していたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの操船者は、回頭を行う際、安全に回頭ができる

かどうか他の水上オートバイの位置を確認すること。 

 ・水上オートバイの操船者は、他の水上オートバイ等が近くを併走

している場合、無理に回頭せず速力を減ずること。 

 ・並走する水上オートバイの操船者は、他の水上オートバイ等に接

近し過ぎることなく、他の水上オートバイが回頭を行った際にも

安全に回避することができる船間距離を確保すること。 

 


